
長浜市選挙管理委員会告示第５２号 

 

令和８年７月５日執行の滋賀県知事選挙における期日前投票所の投票管理者

職務代理者を、公職選挙法施行令（昭和 25 年政令第 89 号）第２４条第１項の

規定により次のとおり変更したので、公職選挙法施行令第２５条の規定により

告示する。 

 

 

    令和８年６月２５日 

 

長浜市選挙管理委員会委員長 河﨑 顯了   

 

 

変更前 

期日前投票所 期日 曜日 住所 氏名 

長浜市役所 

本庁 
６月 28日 日 

長浜市平方町 渡邉 利隆 

長浜市高月町柏原 山瀬 麻聡 

 

期日前投票所 期日 曜日 住所 氏名 

長浜市役所 
本庁 

７月４日 土 長浜市香花寺町 堂村 明仁 

 

 

変更後 

期日前投票所 期日 曜日 住所 氏名 

長浜市役所 
本庁 

６月 28日 日 

長浜市平方町 渡邉 利隆 

長浜市香花寺町 堂村 明仁 

 

期日前投票所 期日 曜日 住所 氏名 

長浜市役所 
本庁 

７月４日 土 長浜市高月町柏原 山瀬 麻聡 

 


